
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● 対  象 中学生以下の子どもを持ち、離婚を考えている女性 20 人 ※全 3 回参加できる方優先 

● 場  所 静岡市女性会館（アイセル 21）4 階研修室 

● 一時保育 あり（1 歳～未就園児 15 人まで、要事前予約、無料） 

● 講  師 第 1 回 伊藤みさ子さん（弁護士） 離婚に関する法律知識 

● 内  容 第 2 回 谷口 年江さん（2 級ファイナンシャルプランニング技能士）離婚後の生活設計 

第 3 回 月川 涼子さん（しずおかジョブステーションジョブサポーター）離婚後の生活と仕事 

● 参 加 費 無料 

● 申  込 6 月 15 日(月)午後 5 時までに、電話または HP からお申し込みください（多数抽選） 

       ＴＥＬ 054-248-7330  
【個人情報の取り扱い】今回の募集で収集した個人情報は、本講座受講管理業務および講座案内のためのみに利用させていただきます。 

 

静岡市女性会館 
アイセル 21 

（指定管理者）NPO 法人男女共同参画フォーラムしずおか 

アイセル 21 検索 

http://aicel21.jp 

〒420-0865 

静岡市葵区東草深町 3-18 

TEL 054-248-7330 

母子のひとり親世帯は全国に 123 万世帯※ 

そのうち 8 割※が離婚を経験 

離婚も珍しくない時代ではあるけれど 

母子の生活には不安がいっぱい 

でも、子どものことも自分のことも大切に 

わたしらしく生きていきたい 

※平成 23 年度全国母子世帯等調査結果 

 

講座修了後、個別の就職・転職相談付き 

 

 

平成 27 年度静岡市女性会館主催講座 

第 3 回 第 2 回 第 1 回 



●講師紹介 

伊藤みさ子さん（弁護士） 

1985 年弁護士登録。静岡県弁護士会所属。日弁連人権擁護委員会委員、静岡大学経営協議委員会委員、静岡県

労働委員会公益委員ほかを歴任。弁護士業務としては、企業等の倒産処理、離婚、相続、後見等の家事事件、少年

事件などを取り扱う。２００３年度から２００８年度まで、静岡市男女共同参画審議会委員を３期務める。 

   

谷口年江さん（消費生活アドバイザー、2 級ファイナンシャルプランニング技能士･個人資産相談業務） 

調査会社勤務を経て、企業と消費者のパイプ役である消費生活アドバイザーの資格を取得。その後、企業のダイレク

トマーケティング部門や行政の消費生活相談の相談業務に従事する。貧困問題がクローズアップされてから、自立の

ための家計管理の重要性を痛感し、2 級ファイナンシャルプランニング技能士を取得、厚生労働省社会福祉推進事

業の家計相談支援員実践研修を受け、自立したい女性の家計相談にのる。２００6 年から女性支援に携わり、10 年目

を迎える。 

   

月川涼子さん（しずおかジョブステーション ジョブサポーターマザーズ担当） 

人材派遣会社にて人材コーディネーターとして勤務後、大手化粧品会社にて、販売、  店舗管理、スタッフ教育を経験。

2013 年より、自身の子育てや様々な就労経験を生かし、 しずおかジョブステーション就職サポーター及び、マザーズジ

ョブ相談員となる。 現在はシングルマザーとして５歳のこどもを育てる。 ＮＰＯ法人プロフェッショナルキャリアカウンセ

リング協会認定キャリアカウンセラー   公益財団法人日本女性学習財団認定 第１期 キャリア形成支援士 

 

●講師紹介 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●会場案内 

静岡市女性会館  

〒420-0865 静岡市葵区東草深町 3-18 

TEL  054-248-7330 HP http://aicel21.jp 

 

交通のご案内 

 ●バス 県立病院高松線「アイセル 21」下車 
          （JR 静岡駅北口バスターミナル内 10 番のりば） 
 ●徒歩 JR 静岡駅北口より  30 分 
     静鉄日吉町駅より 15 分  
＊無料駐車場はございますが、台数に限りがありますので、 
なるべく公共交通機関をご利用ください。 

第 1 回 

6/23(火) 
9:45～11:45 

離婚に関する法律知識 

離婚の手続きや子どもの権利を守る法律、養育費、面接交渉権など法律

知識について学びます。 

弁護士 

伊藤みさ子さん 

第 2 回 

6/30(火) 
9:45～11:45 

離婚後の生活設計 

離婚後の生活に必要な金額は？  将来、教育資金っていくら必要？  

利用できる福祉制度などは？  

シングルマザーとして生活していくヒントを探ります。 

2 級ファイナンシャル 

プランニング技能士 

谷口 年江さん 

第 3 回 

7/7(火) 
9:45～11:45 

離婚後の生活と仕事 

子どもとともに自立した生活をするために、就職に至った事例を紹介。今後

の生き方や働き方を考えるきっかけをつかみます。 

しずおかジョブステーション 

ジョブサポーター・マザーズ担当 

月川 涼子さん 

希望者には、個別の就職・転職相談付き 

「すでに就活を始めているがうまくいかない」「応募書類をみてほしい」「個別に具体的な質問をしたい」等、相談員が個別

に相談を承ります。 


